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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を提出しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．第119期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

  (企業会計基準委員会 平成22年６月30日 企業会計基準第25号) を適用し、遡及処理しております。 

  

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第119期

第２四半期連結 
累計期間 

第120期
第２四半期連結 

累計期間 
第119期 

会計期間 
自平成22年４月１日
至平成22年９月30日 

自平成23年４月１日
至平成23年９月30日 

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日 

売上高 （百万円）  246,176  246,562  502,830

経常利益 （百万円）  23,008  26,666  38,612

四半期（当期）純利益 （百万円）  14,291  13,555  26,238

四半期包括利益 

又は包括利益 
（百万円）  643  △392  14,838

純資産額 （百万円）  209,463  217,183  220,468

総資産額 （百万円）  361,983  356,630  372,645

１株当たり四半期（当期）

純利益金額 
（円）  53.40  50.65  98.03

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額 
（円）  53.33  50.58  97.91

自己資本比率 （％）  57.8  60.8  59.1

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  21,988  20,643  49,488

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △8,179  △11,050  △20,043

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △3,867  △10,397  △10,950

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円）  55,967  59,654  65,100

回次 
第119期

第２四半期連結 
会計期間 

第120期
第２四半期連結 

会計期間 

会計期間 
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日 

自平成23年７月１日
至平成23年９月30日 

１株当たり四半期純利益 

金額 
（円）  20.74  26.11

２【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】
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  当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は次の通りで

す。なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したも

のです。 

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間における経済環境は、東日本大震災に伴う、サプライチェーンの混乱はほぼ収束し

たものの、米国やギリシャの債務問題を背景に円高が急速に進行するなど、新興国を含む、世界経済全体の先行

き不透明感の高まりなどにより、当社グループを取り巻く経営環境は、予断を許さない状況が継続しておりま

す。 

 このような状況の中、当社グループの連結業績は、為替のマイナス影響があるものの、主に産業機器が堅調な

需要に支えられ増収となったことにより、売上高は前年同四半期比0.2％増の 百万円となりました。営業

利益は、主にマシナリー・アンド・ソリューション事業が好調だったことにより、前年同四半期比20.8％増の

百万円となりました。経常利益は、営業利益の増加に伴い、前年同四半期比15.9％増の 百万円とな

りました。当四半期純利益は、税効果会計の影響で法人税等が増加したことに伴い、前年同四半期比5.1％減の

百万円となりました。 

 ＊当第２四半期連結累計期間における平均為替レート（連結）は次の通りです。 

 米ドル ：  79.73円   ユーロ ： 114.09円 

 ＊前第２四半期連結累計期間における平均為替レート（連結）は次の通りです。 

 米ドル ：  88.85円   ユーロ ： 114.82円 

 セグメント別の業績は、次の通りであります。 

１） プリンティング・アンド・ソリューションズ事業 

 売上高 百万円（前年同四半期比△1.7％） 

 ○通信・プリンティング機器 百万円（前年同四半期比△2.2％） 

   中国などの新興国は堅調に推移したものの、東日本大震災の影響により、製品本体の一部に供給の遅れが発

生したことや、為替のマイナス影響もあり、全体では減収となりました。  

 ○電子文具 百万円（前年同四半期比＋2.4％） 

   為替のマイナス影響があるものの、各地域で堅調に推移し、全体では増収となりました。 

 営業利益 百万円（前年同四半期比＋5.1％） 

   原材料などのコストアップや、販売費及び一般管理費の増加はあるものの、売上構成の改善や、為替のプ

ラス影響により、増益となりました。  

２） パーソナル・アンド・ホーム事業 

 売上高 百万円（前年同四半期比＋5.7％） 

   為替のマイナス影響はあるものの、主に欧米において、中高級機種が堅調に推移したことにより、全体で

は増収となりました。 

 営業利益 百万円（前年同四半期比＋6.9％） 

   為替のマイナス影響や、原材料などのコストアップがあるものの、増収効果により、増益となりました。 

３） マシナリー・アンド・ソリューション事業 

 売上高 百万円（前年同四半期比＋30.0％） 

 ○工業用ミシン 百万円（前年同四半期比＋15.9％） 

   主にアジア向けで好調に推移し、増収となりました。 

 ○産業機器 百万円（前年同四半期比＋37.4％） 

   主に中国向けの需要が堅調だったことや、生産能力の増強により、増収となりました。 

 営業利益 百万円（前年同四半期比＋80.0％） 

   売上の増加に伴って大幅な増益となりました。  

４） ネットワーク・アンド・コンテンツ事業 

 売上高 百万円（前年同四半期比△19.5％） 

   主に震災の影響により、全体では減収となりました。 

 営業損失 百万円（前年同期 営業損失 百万円） 

   経費の削減による増益要因はあったものの、売上の減少の影響により、営業損失となりました。 

  

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

246,562

26,015 26,666

13,555

165,031

146,664

18,367

18,661

14,496

1,343

38,807

11,905

26,901

5,735

22,352

271 1,270
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(2）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間より 百

万円少ない 百万円の現金及び現金同等物（以下「資金」）が得られました。これは、税金等調整前四半期

純利益が増加し、売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加や法人税等の支払額の増加などがあったた

めです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間より 百万円多い 百万円

の資金を支出しました。これは、有形固定資産の取得による支出や、関係会社出資金の払込による支出の増加な

どがあったためです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間より 百万円多い

百万円の資金を支出しました。これは、短期借入金の減少や、リース債務の返済による支出の増加などが

あったためです。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次の通りです。 

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前四半期純利益は 百万円で、減価償却費 百万円など、非資金損益の調整の他、たな

卸資産の増加 百万円、仕入債務の増加 百万円などによる資金増減があり、法人税等の支払 百

万円などを差し引いた結果、 百万円の資金の増加となりました。 

  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の取得による支出 百万円、関係会社出資金

の払込による支出 百万円などにより、 百万円の資金の減少となりました。 

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の減少 百万円、リース債務の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円など

により、 百万円の資金の減少となりました。 

  

 これらの活動の結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少

し、 百万円となりました。また、前年同四半期連結会計期間末に比べ 百万円増加しました。 

  

1,344

20,643

2,870 11,050

6,529

10,397

27,210 10,627

11,476 4,187 9,261

20,643

9,908 1,771

2,081 11,050

5,500 1,921 3,224

10,397

5,446

59,654 3,687
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

 なお、当社は会社の支配に関する方針について以下の通り定めております。 

会社の支配に関する基本方針 

1) 基本的な考え方 

 当社グループは、その売上高の70％以上を海外市場で上げており、44の国と地域に16(当社の５工場を含み

ます。)の生産拠点と52の販売拠点を有し、連結ベースでの従業員も２万９千名を超えております(平成23年

３月現在)。当社の企業価値は、当社グループが事業を行っているこれらの国・地域におけるビジネスパート

ナーとの信頼関係や従業員のモラルに大きく依存しております。 

 また、当社グループは、企画・開発・設計・製造・販売・サービスなどのあらゆる場面で、お客様を第一

に考える「“At your side.”な企業文化」を定着させ、世界各国のお客様から、「信頼できるブランド」と

評価いただけるよう、事業活動を行っております。その実現のため、独自のマネジメントシステムである

「Brother Value Chain Management（ブラザーバリューチェーンマネジメント）」を経営の中核として構築

し、常に改善することによって、お客様の求める価値を迅速に提供してまいります。 

 このような状況において、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的

とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる

当社株券等の買付行為（いずれについても、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取

引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」と

いい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)を受け入れるかどうかは、当社経営陣によ

る経営方針およびその推進と比較して、最終的には、当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると

考えますが、当社株主の皆様が、大規模買付行為の当否について適切な判断を行うためには、当社取締役会

を通じ、当該大規模買付行為の内容、当該大規模買付行為が当社企業価値に与える影響、当該大規模買付行

為に代わる提案の有無等について、当社株主の皆様に必要十分な情報が提供される必要があると考えます。 

注１：特定株主グループとは、 

（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき

保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者

をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。） 

または、 

（ii）当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け

等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第27条の２第７項

に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。） 
を意味します。法令の改正等が行われた場合には、上記に相当する実質をもつ内容として適宜調整されるものとします。 

注２：議決権割合とは、 

（ⅰ）特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定する

株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の

数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。） 

または、 

（ii）特定株主グループが、注１の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２

第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計 
をいいます。 

 各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総

数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のう

ち直近に提出されたものを参照することができるものとします。法令の改正等が行われた場合には、上記に相当する実質をもつ内

容として適宜調整されるものとします。 

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。法令の改正等が行われた場合には、上記に  

相当する実質をもつ内容として適宜調整されるものとします。 
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2) 当社株式の大規模買付行為への対応方針 

 当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、平成21年６月23日開催の第117回定時株主総会で株主

の皆様のご承認を受け、その後の取締役会決議により、当社株式の大規模買付行為に対する対応方針（以

下、「本対応方針」といいます。)を決定しました。本対応方針は、大規模買付行為についての情報の収集と

代替案提示の機会の確保を目的として当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルー

ル」といいます。)を設定し、大規模買付者に対しては大規模買付ルールの順守を求めることとし、大規模買

付者が大規模買付ルールを順守しない場合には、当社取締役会として一定の対抗措置を講じる方針です。 
  

3) 大規模買付ルールの内容 

 当社取締役会は、大規模買付行為が以下に定める大規模買付ルールに従って行われることにより、当該大

規模買付行為についての情報収集と代替案提示の機会が確保され、ひいては当社株主共同の利益に合致する

と考えます。この大規模買付ルールとは、(イ)大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち当社取締役会に対

して十分な情報を提供しなければならず、(ロ)当社取締役会が当該情報を検討するために必要である一定の

評価期間が経過した後にのみ、大規模買付者は大規模買付行為を開始することができるというものです。具

体的には以下の通りです。 

① 意向表明書の提出 

 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに定められ

た手続きを順守する旨を約束した書面（以下、「意向表明書」といいます。）をご提出いただくこととし

ます。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案す

る大規模買付行為の概要を示していただきます。 

② 情報の提供 

 次に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および取締役会による意見形

成（代替案の提示を含みます。)のために必要十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。)を提

供していただきます。その項目の一部は以下の通りです。 

 1. 大規模買付者およびそのグループの概要 

 2. 大規模買付行為の目的および内容 

 3. 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け 

 4. 大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針および事業計画 

 大規模買付者から大規模買付情報を提供していただくため、当社は、①の意向表明書の受領後５営業日

以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付しま

す。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると合理的に考えられ

る場合には、必要十分な情報が揃うまで、当社取締役会は、独立諮問委員会に諮問のうえ、その助言・勧

告を最大限尊重し、追加的に情報提供をしていただくことがあります。当社取締役会に提供された大規模

買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、

その全部または一部を開示します。 

③ 取締役会による検討期間 

 大規模買付者は、取締役会評価期間が経過するまでの間は、大規模買付行為を開始することはできませ

ん。 

 すなわち、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了し

た旨を証する書面を当社取締役会が大規模買付者に交付した日から起算して、最大60日間（対価を現金

（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）または最大90日間（その他の大規模買付

行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役

会評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。取締役会評価期間中、当社取締役会

は、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、独立諮問委員会へ諮問のうえ、その助言・勧告を

最大限尊重し、取締役会としての意見をとりまとめ、開示します。また、必要に応じ、大規模買付者との

間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉すること、当社取締役会として当社株主の皆様へ代替

案を提示することもあります。 

 当社取締役会による検討もしくは交渉の結果、大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主共同の利益

を最大化させるものであると当社取締役会が判断をした場合には、速やかに取締役会評価期間を終了さ

せ、その旨を開示いたします。 
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4) 独立諮問委員会 

 大規模買付ルールに係る当社取締役会の運用の適正性を確保し、大規模買付行為が行われる際に当社取締

役会が行う判断の公正性、透明性をより一層担保するために独立諮問委員会を設置します。 

 大規模買付ルールでは、後述の 5)において、対抗措置発動にかかる事項を定めておりますが、このような

対抗措置を発動する場合など、大規模買付ルールの運用に関する当社取締役会の重要な判断にあたっては、

原則として独立諮問委員会に諮問を行うこととし、当社取締役会はその助言・勧告を最大限尊重するものと

いたします。独立諮問委員会の詳細は後記の通りです。独立諮問委員会の詳細については、当社取締役会が

行う判断の公正性、透明性をより一層担保するという趣旨に合致する合理的な範囲内で、取締役会の決議に

より、変更され得るものとします。  
  

5) 大規模買付行為が実施された場合の対応 

 大規模買付者によって大規模買付ルールが順守されない場合には、当社取締役会は、独立諮問委員会へ諮

問のうえ、その助言・勧告を最大限尊重し、当社企業価値ひいては株主共同の利益の保護を目的として、新

株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める対抗措置をと

り、大規模買付行為に対抗することがあります。 

 具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択します。具体的対抗措置として新株

予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者に新株予約権

の行使を認めない旨の条件または当社が新株予約権の一部を取得する場合に、特定株主グループに属する者以

外の新株予約権者が所有する新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項を付するなど、大規

模買付ルールを順守しない者への対抗措置としての効果を勘案した条件等を設けることがあります。 

 大規模買付ルールが順守されている場合、当社取締役会は、大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主共

同の利益に回復し難い損害をもたらすことが明らかでない限り、株主の皆様の意思に基づくことなく当社取締

役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとすることはありません。 

 当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益に回復し難い損害をもたらすことが明らかな場合と

して、例えば以下の①から⑤までに掲げられる行為等が意図されている場合を想定しております。 

①株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為 

②当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に大規模買付者の利益

を実現する経営を行うような行為 

③当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

④当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益を

もって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で株式を売り

抜ける行為 

⑤強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して

不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式売買を行うことをいいます）等株主の皆様

に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合 

 対抗措置の発動や選択については、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の助言を求め、また社外取

締役や監査役の意見も十分尊重し、独立諮問委員会へ諮問のうえ、その助言・勧告を最大限尊重したうえで、

当社取締役会で決定し、適時適切な開示を行います。 

 上記の対抗措置を発動するに際し、当社取締役会が当社株主共同の利益の観点から株主の皆様の意見を確認

させていただくことが適切であると判断した場合には、株主総会を開催することといたします。当社取締役会

が株主総会を開催することを決定した場合には、その時点で株主総会を開催する旨および開催理由の開示を行

います。 
  

6) 株主・投資家に与える影響等 

① 大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

 大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、

現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受

ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主共同の利益の

保護につながるものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主および投資家の皆

様が適切な投資判断を行う前提として適切なものであり、当社株主および投資家の皆様の利益に資するもの

であると考えております。 

 なお、上記 5)において述べた通り、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより大規模買

付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主および投資家の皆様におかれましては、大規模

買付者の動向にご注意くださるようお願いいたします。 
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② 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株

主共同の利益を守ることを目的として、独立諮問委員会へ諮問のうえ、その助言・勧告を最大限尊重し、会

社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがあります。ただし、当該対抗

措置の仕組上、当社株主の皆様(大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。) が法的権利また

は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。ただし、当社取締

役会が新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等

の事情により、無償割当ての中止、または新株予約権の行使期間開始日前日までに当社が当社株式を交付す

ることなく無償での新株予約権の取得を行うことがあります。この場合、１株あたりの当社株式の価値の希

釈化は生じないことから、１株あたりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提として当社株式の売買

を行った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。当社取締役会が具体的対

抗措置をとることを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則に従って適時適切な開示を行いま

す。 

 なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てにつきましては、当社取締役会が

別途定める割当て期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に新株予約権が割当てられ

ますので、新株予約権を取得するためには、新株予約権の割当て期日までに振替手続を完了していただく必

要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てを実施することになっ

た際に、法令に基づき別途お知らせいたします。 

 また、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会が定める日をもって特定株主グループに属

する者以外の株主の皆様が有する新株予約権を当社が取得し、これと引換えに当社株式を交付する場合があ

ります。この場合には、特定株主グループに属する者以外の株主の皆様は当社が取得の手続きをとることに

より、新株予約権の行使のための金銭を払い込むことなく、当社による取得の対価として、新株予約権の目

的となる当社株式を受領することになります。なお、取得の対象となる株主の皆様には、別途ご自身が特定

株主グループに属する者でないこと等を確認する当社所定の書式による書面や、振替株式を記録するための

口座の情報をご提出いただくことがあります。 
  

7) 本対応方針の発効日及び有効期限 

 本対応方針は、平成21年６月23日に開催された当社株主総会後に最初に開催される当社取締役会の決議を

もって同日より発効し、有効期限は、平成24年に開催される当社定時株主総会後に最初に開催される取締役

会の終了時点までとします。 

 なお、本対応方針の有効期間中であっても、関係法令の整備等を踏まえ、当社企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上の観点から本対応方針を随時見直し、取締役会の決議により、必要に応じて本対応方針を廃

止し、または変更する場合がございます。また、株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた

場合には、本対応方針は廃止されます。 

 当社は、本対応方針が廃止され、または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変更の場

合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。 
  

8) 本対応方針の合理性についての当社取締役会の判断 

１．本対応方針が当社の基本的な考え方に沿うものであること 

 本対応方針は、大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保すること、または株主の

皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社企業価値ひいては株主共同の利益

を確保するためのものであり、当社の基本的な考え方（前記 1)）に沿うものです。 

２．本対応方針が当社株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするも

のではないこと 

 当社取締役会は以下の理由から、本対応方針が当社株主共同の利益を損なうものではなく当社役員の地位

の維持を目的とするものではないと考えております。 

①株主意思を反映するものであること 

本対応方針は、当社株主総会において株主の皆様のご承認を得て、その株主総会終了後の当社取締役会

の決議をもって発効しております。また、本対応方針の有効期間の満了前であっても、株主総会において

本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されることになり、株

主の皆様のご意向が反映されます。 
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②独立性のある社外者の助言・勧告の尊重 

当社は、本対応方針の運用の適正性を確保し、大規模買付行為が行われた際に当社取締役会が行う判断

の公正性、透明性をより一層担保するために独立諮問委員会を設置いたします。当該独立諮問委員会は、

諮問を受けた事項について審議・決議し、その決議内容に基づいて当社取締役会に対し助言または勧告

し、当社取締役会は、当該助言・勧告を最大限尊重します。 

③「買収防衛策に関する指針」「買収防衛策の在り方」を踏まえた設計 

本対応方針は、平成17年５月27日付の経済産業省・法務省の「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足し、かつ平成20年６月30日付の企業価値

研究会の「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されています。 

④ 廃止が困難なものでないこと 

本対応方針は、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止する

ことが可能です。また、当社取締役の任期は１年であることから、大規模買付者が自己の指名する取締役

を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、特に長期の期間を要することなく本対

応方針の廃止が可能です。 

（独立諮問委員会の概要） 

１．構成員 

 独立諮問委員会の委員は、当社の業務執行者から独立している者で、員数は３名以上とし、実績ある会社

経営者、投資銀行業務に精通する者、企業・経済活動に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等

を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者の中から、当社取締役会が選任します。 

 独立諮問委員会の委員の任期は、選任後１年内に終了する事業年度に関する定時株主総会後、最初に開催

される取締役会終了時までとします。再任は妨げません。 

 ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではありません。 

 なお、取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議をした場合、独立諮問委員会委員の任期は本対応

方針の廃止と同時に終了します。 

２．決議要件 

 独立諮問委員会の決議は、原則として、独立諮問委員会委員のうち３分の２以上が出席し、その過半数を

もってこれを行います。ただし、やむを得ない事由があるときは、独立諮問委員会委員の過半数が出席し、

その過半数をもってこれを行うことができます。 

３．決定事項その他 

 独立諮問委員会は、当社取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、主として以下の各号に記載された

事項について精査、検討、審議等のうえ決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役会に対して

助言・勧告します。当社取締役会は、この独立諮問委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関として

の決議を行います。なお、独立諮問委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら

当社企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経

営陣の個人的利益を図ることを目的としません。 

 ① 大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲 

 ② 大規模買付者が大規模買付ルールを順守したか否か 

 ③ 大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主共同の利益に回復し難い損害をもたらすものであるか否か 

 ④ 対抗措置の発動の可否、およびその内容の妥当性 

 ⑤ その他当社取締役会が諮問した事項 

 また、独立諮問委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して必要かつ十分な情報収集に努

めるものとし、合理的な範囲内における当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができます。 

 また、当社の取締役、監査役、従業員その他の独立諮問委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立諮問

委員会が求める事項に関する説明を求めることができます。 

 なお、独立諮問委員会は、当社取締役会の諮問がある場合のほか、定期的に委員会を開催し、中期経営計画

の進捗状況をはじめ、当社の経営状況について、当社取締役その他独立諮問委員会が必要と認める者から報告

を受けるものとします。 
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(4）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、18,477百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

  

(5）生産及び販売の実績 

当第２四半期連結累計期間において、マシナリー・アンド・ソリューション事業の生産及び販売実績が著しく

増加しました。 

これは主に中国向けの需要が堅調だったことや、生産能力の増強によるためであります。 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループは、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び、柔軟で効率的な資金の確

保を財務活動の重要な方針としております。この方針に従って、当社グループは、グループ会社が保有する資金

をグループ内で効率よく活用するキャッシュマネジメントシステムを構築し運用しております。また、手元流動

性の補完として複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの結果、資金の偏在を

ならし、グループ全体で借入を極力削減する体制を整えております。 

流動性管理 

 当社グループは、現金及び現金同等物と未使用のコミットメントラインを合わせた金額を手元流動性として位

置付けております。当第２四半期連結会計期間末現在、当社グループは現金及び現金同等物59,654百万円を保有

しております。 

 また、複数の金融機関と合計30,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、未使用額は30,000百

万円です。これらを合わせると、当社グループは手元流動性を89,654百万円確保しております。これにより、季

節的な資金需要の変動、１年以内に期限の到来する借入、事業環境リスク等を考慮の上、通年に渡り十分な手元

流動性を確保していると考えております。 

  

資金調達 

 運転資金等の短期資金は、原則として期限が１年以内の短期借入金を現地通貨で調達することとし、生産設備

等の長期資金は、内部留保資金の他、固定金利の長期借入金及び社債等で調達することを基本方針としておりま

す。当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金の残高は3,084百万円で、主な通貨は日本円であります。ま

た、長期借入金の残高は500百万円であり、日本円による固定金利調達であります。普通社債（１年内償還予定

の社債を含む）の残高は日本円で15,500百万円であります。 

 当社は、株式会社格付投資情報センターから格付けを取得しております。当第２四半期連結会計期間末現在、

長期債及び発行体格付けがA、コマーシャルペーパーがa-1であります。金融・資本市場へのアクセスを保持する

ため、一定水準の格付けの維持は重要と考えております。 

 当社グループでは、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力に加えて、コミットメントライン契約

を含めた手元流動性、健全な財務体質により、当社グループの成長を維持するために必要な運転資金及び設備投

資・研究開発資金等を確保することが可能と考えております。 
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  600,000,000

計  600,000,000

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成23年９月30日） 

提出日現在
  発行数（株） 

（平成23年11月11日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  277,535,866  277,535,866
東京、名古屋各証券 

取引所（市場第一部） 
単元株式数100株 

計  277,535,866  277,535,866 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成23年７月１日～

平成23年９月30日 
－  277,535,866 －  19,209 －  16,114
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 （注）１．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入し

ております。 

２．当社所有の自己株式8,769千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.16％)は、上記の表に含めてお

りません。 

３．ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、全て当該各社の信託業務に係る

株式であります。 

４．住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である中央三井アセット信託銀行株式会社、日興アセットマネジ

メント株式会社、中央三井アセットマネジメント株式会社から平成23年10月６日付で大量保有報告書（変更

報告書）の写しの送付があり、平成23年９月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告

を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。 

（６）【大株主の状況】

  平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有 
株式数の割合 

（％） 

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店） 

米国 マサチューセッツ州 ボストン市 

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 
 23,884  8.61

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 

日本生命証券管理部内 
 13,880  5.00

日本トラスティ・サービス信託 

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  12,077  4.35

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  11,403  4.11

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号  8,398  3.03

全国共済農業共同組合連合会 

（常任代理人 日本マスター 

トラスト信託銀行株式会社） 

東京都千代田区平河町二丁目７番９号 

（東京都港区浜松町二丁目11番３号） 
 5,129  1.85

京セラ株式会社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地  5,000  1.80

朝日實業株式会社 名古屋市瑞穂区苗代町12番３号  4,562  1.64

住友生命保険相互会社 

（常任代理人 日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社） 

大阪市中央区城見一丁目４番35号 

（東京都中央区晴海一丁目８番11号） 
 4,499  1.62

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  3,796  1.37

計 －  92,631  33.38

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合 

（％） 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 株式  7,348  2.65

中央三井アセット信託銀行 

株式会社 
東京都港区芝三丁目23番1号 株式  3,350  1.21

日興アセットマネジメント 

株式会社 

東京都港区赤坂九丁目7番1号 

ミッドタウン・タワー 
株式   485  0.17

中央三井アセットマネジメント

株式会社 
東京都港区芝三丁目23番1号 株式   285  0.10
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①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,900株（議決権29個）含

まれております。 

２．「完全議決権株式（その他）」欄の株式数には、株主名簿上は当社名義であるものの、実質的に所有してい

ない株式が1,000株含まれておりますが、同欄の議決権の数には、当該株式に係る議決権の数10個は含まれ

ておりません。 

  

②【自己株式等】 

 （注）１．上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。 

２．所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     8,769,800 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式     268,503,900  2,685,029 － 

単元未満株式 普通株式     262,166 － － 

発行済株式総数  277,535,866 － － 

総株主の議決権 －  2,685,029 － 

  平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株） 

他人名義
所有株式数
（株） 

所有株式数 
の合計
（株） 

発行済株式総数に
対する所有 
株式数の割合 

(％) 

（自己保有株式） 

ブラザー工業㈱ 

名古屋市瑞穂区苗代町 

15番１号 
 8,769,800 －  8,769,800  3.16

計 －  8,769,800 －  8,769,800  3.16

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平

成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,239 60,342

受取手形及び売掛金 63,910 59,216

有価証券 527 923

たな卸資産 ※1  72,255 ※1  77,028

その他 26,809 21,890

貸倒引当金 △1,724 △1,538

流動資産合計 229,017 217,862

固定資産   

有形固定資産 68,159 67,033

無形固定資産   

のれん 8,058 7,203

その他 12,786 11,862

無形固定資産合計 20,845 19,066

投資その他の資産   

投資有価証券 28,076 26,155

その他 36,210 35,617

貸倒引当金 △9,663 △9,104

投資その他の資産合計 54,623 52,668

固定資産合計 143,628 138,768

資産合計 372,645 356,630

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,615 36,789

短期借入金 8,636 3,084

1年内償還予定の社債 500 15,500

未払法人税等 7,346 6,804

賞与引当金 8,243 7,442

製品保証引当金 6,022 4,723

著作権費用引当金 894 791

資産除去債務 30 23

その他 47,631 42,572

流動負債合計 112,921 117,732

固定負債   

社債 15,000 －

長期借入金 250 500

退職給付引当金 7,527 6,469

資産除去債務 991 986

その他 15,486 13,758

固定負債合計 39,255 21,715

負債合計 152,176 139,447
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,209 19,209

資本剰余金 16,156 16,150

利益剰余金 230,351 241,023

自己株式 △11,688 △11,670

株主資本合計 254,029 264,713

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,445 1,448

繰延ヘッジ損益 △90 381

為替換算調整勘定 △36,261 △49,685

その他の包括利益累計額合計 △33,906 △47,855

新株予約権 338 322

少数株主持分 7 3

純資産合計 220,468 217,183

負債純資産合計 372,645 356,630
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 246,176 246,562

売上原価 139,254 135,123

売上総利益 106,922 111,438

販売費及び一般管理費 ※  85,387 ※  85,423

営業利益 21,534 26,015

営業外収益   

受取利息 446 409

受取配当金 272 186

為替差益 2,081 －

持分法による投資利益 261 241

デリバティブ評価益 － 1,472

その他 869 340

営業外収益合計 3,931 2,651

営業外費用   

支払利息 499 329

売上割引 940 989

為替差損 － 509

デリバティブ評価損 473 －

その他 544 170

営業外費用合計 2,457 1,999

経常利益 23,008 26,666

特別利益   

前期損益修正益 142 －

固定資産売却益 258 315

投資有価証券売却益 2 23

貸倒引当金戻入額 193 －

受取補償金 － 596

その他 179 269

特別利益合計 776 1,205

特別損失   

固定資産売却損 57 31

固定資産除却損 264 361

減損損失 1,032 67

投資有価証券売却損 0 17

投資有価証券評価損 22 64

関係会社株式評価損 2 －

貸倒引当金繰入額 655 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 533 －

その他 1,490 118

特別損失合計 4,059 660

税金等調整前四半期純利益 19,725 27,210

法人税等 5,947 13,654

少数株主損益調整前四半期純利益 13,778 13,556

少数株主利益又は少数株主損失（△） △512 0

四半期純利益 14,291 13,555
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,778 13,556

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,484 △925

繰延ヘッジ損益 △679 472

為替換算調整勘定 △10,928 △13,424

持分法適用会社に対する持分相当額 △42 △71

その他の包括利益合計 △13,134 △13,949

四半期包括利益 643 △392

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,156 △393

少数株主に係る四半期包括利益 △512 0

2011/11/10 13:59:5111775656_第２四半期報告書_20111110135938

- 18 -



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 19,725 27,210

減価償却費 11,108 10,627

減損損失 1,032 67

のれん償却額 1,422 853

貸倒引当金の増減額（△は減少） 823 392

退職給付引当金の増減額（△は減少） 284 △408

製品保証引当金の増減額（△は減少） △225 △647

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 533 －

受取利息及び受取配当金 △719 △596

支払利息 499 329

為替差損益（△は益） 1,344 1,301

持分法による投資損益（△は益） △261 △241

デリバティブ評価損益（△は益） 473 △1,472

前期損益修正損益（△は益） △142 －

固定資産除売却損益（△は益） 63 78

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 22 64

関係会社株式評価損 2 －

受取補償金 － △596

売上債権の増減額（△は増加） △1,974 139

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,386 △11,476

仕入債務の増減額（△は減少） 3,205 4,187

未払費用の増減額（△は減少） △1,766 △502

その他 △556 141

小計 25,507 29,447

利息及び配当金の受取額 754 786

利息の支払額 △498 △328

法人税等の支払額 △3,775 △9,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,988 20,643

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,971 △9,908

有形固定資産の売却による収入 1,284 641

無形固定資産の取得による支出 △1,756 △1,771

無形固定資産の売却による収入 88 3

投資有価証券の取得による支出 △138 △31

投資有価証券の売却による収入 42 256

関係会社株式の取得による支出 △279 △345

関係会社株式の売却による収入 0 －

子会社の清算による収入 654 380

関係会社出資金の払込による支出 △344 △2,081

事業譲渡による収入 342 －

長期貸付金の回収による収入 － 6

その他 △100 1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,179 △11,050
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100 △5,500

長期借入れによる収入 250 250

長期借入金の返済による支出 △15 －

リース債務の返済による支出 △1,511 △1,921

自己株式の純増減額（△は増加） △4 △1

配当金の支払額 △2,687 △3,224

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,867 △10,397

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,004 △5,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,935 △6,240

現金及び現金同等物の期首残高 49,031 65,100

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 794

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  55,967 ※  59,654
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

連結範囲の重要な変更 

 連結財務諸表に及ぼす重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、ブラザーロシアを連結の範囲に含め

ております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を乗じて計算しております。 

【追加情報】

 当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」 (企業会計基準委員会 平成21年12月４日 企業会計基準第24号) 及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準委員会 平成21年12月４日 企業会計基準適用指針第24

号) を適用しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（平成23年９月30日） 

※１ たな卸資産の内訳は次の通りであります。 ※１ たな卸資産の内訳は次の通りであります。 

商品及び製品  49,500百万円 

仕掛品  8,066   

原材料及び貯蔵品  14,688   

合計  72,255   

商品及び製品  52,538百万円 

仕掛品  8,716   

原材料及び貯蔵品  15,773   

合計  77,028   

 ２ 偶発債務 

顧客のリース会社に対する債務に対し、債務保証を

行っております。 

 ２ 偶発債務 

顧客のリース会社に対する債務に対し、債務保証を

行っております。 

  

顧客の割賦保証債務  560百万円 

  

顧客の割賦保証債務  356百万円 

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

製品保証引当金繰入額 1,294百万円 

給与・賞与等 19,965   

賞与引当金繰入額  4,601   

退職給付費用 1,764   

貸倒引当金繰入額 58   

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次の通りであります。 

製品保証引当金繰入額 209百万円 

給与・賞与等 19,614   

賞与引当金繰入額  5,194   

退職給付費用 1,502   

貸倒引当金繰入額 93   

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

 対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年９月30日現在)

 (百万円)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

 対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成23年９月30日現在)

 (百万円)

  

現金及び預金勘定  55,915

投資信託 346

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △294

現金及び現金同等物 55,967

現金及び預金勘定  60,342

投資信託 548

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,236

現金及び現金同等物 59,654
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式  2,687  10.0  平成22年３月31日  平成22年６月２日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月１日 

取締役会 
普通株式  3,224  12.0  平成22年９月30日  平成22年11月29日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日 

取締役会 
普通株式  3,224  12.0  平成23年３月31日  平成23年６月２日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月31日 

取締役会 
普通株式  3,225  12.0  平成23年９月30日  平成23年11月29日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円）

 （注）１．その他には不動産事業等を含んでおります。 

２．調整額の△3,106百万円はセグメント間取引消去であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円）

 （注）１．その他には不動産事業等を含んでおります。 

２．調整額の△4,021百万円はセグメント間取引消去であります。 

  

（セグメント情報）

【セグメント情報】

  

プリンティ
ング・アン
ド・ソリュ
ーションズ 

パーソナ
ル・アン
ド・ホーム 

マシナリ
ー・アン
ド・ソリュ
ーション 

ネットワー
ク・アン
ド・コンテ
ンツ 

その他
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書 

計上額  

売上高                                           

   外部顧客への売上高  167,876  13,712  29,849  27,751  6,985  246,176 －  246,176

   セグメント間の内部

売上又は振替高 
－ － － －  3,106  3,106  △3,106 － 

計  167,876  13,712  29,849  27,751  10,092  249,282  △3,106  246,176

セグメント利益又は損

失（△） 
(営業利益又は損失

（△）） 

 17,748  1,257  3,185  △1,270  613  21,534 －  21,534

  

プリンティ
ング・アン
ド・ソリュ
ーションズ 

パーソナ
ル・アン
ド・ホーム 

マシナリ
ー・アン
ド・ソリュ
ーション 

ネットワー
ク・アン
ド・コンテ
ンツ 

その他
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書 

計上額  

売上高                                           

   外部顧客への売上高  165,031  14,496  38,807  22,352  5,873  246,562 －  246,562

   セグメント間の内部

売上又は振替高 
－ － － －  4,021  4,021  △4,021 － 

計  165,031  14,496  38,807  22,352  9,895  250,583  △4,021  246,562

セグメント利益又は損

失（△） 

(営業利益又は損失
（△）） 

 18,661  1,343  5,735  △271  546  26,015 －  26,015
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下の通りであります。 

  

   該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 53 40 円 銭 50 65

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  14,291  13,555

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  14,291  13,555

普通株式の期中平均株式数（千株）  267,639  267,650

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 53 33 円 銭 50 58

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円） －  －

普通株式増加数（千株）  326  370

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ 

  

  

  

－ 

  

  

  

（重要な後発事象）
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 平成23年10月31日開催の取締役会において、次の通り剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

(イ）配当金の総額……………………………………… 百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………12円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年11月29日  

(注）平成23年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。  

２【その他】

3,225
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

    平成２３年１１月９日 

ブラザー工業株式会社     

  取締役会 御中   

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 渋  谷   英   司   ㊞ 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 後  藤  隆  行  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているブラザー工業

株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２３年７

月１日から平成２３年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質 

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ブラザー工業株式会社及び連結子会社の平成２３年９月３０日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

2011/11/10 13:59:5111775656_第２四半期報告書_20111110135938


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】

	第２【事業の状況】
	１【事業等のリスク】
	２【経営上の重要な契約等】
	３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

	第３【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】
	（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
	（４）【ライツプランの内容】
	（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（６）【大株主の状況】 
	（７）【議決権の状況】 

	２【役員の状況】

	第４【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】 
	（１）【四半期連結貸借対照表】 
	（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
	【四半期連結損益計算書】 
	【四半期連結包括利益計算書】 

	（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書



